
番　号 14 所管府省名

特定・非特定
の別

非特定

１ 組織名及び職員数等

非常勤

99人 4人

プロパー職員数 29人 4人

所管官庁からの出向者数 67人 0人

所管官庁以外の官庁からの出向者数 1人 0人

2人 0人

発足時 99人 4人

旧組織からの移行者（プロパー職員）数 28人 4人

所管官庁からの出向者数 68人 0人

所管官庁以外の官庁からの出向者数 1人 0人

0人 0人

2人 0人

同上 99人 6人

旧組織からの移行者（プロパー職員）数 26人 4人

所管官庁からの出向者数 22人 0人

所管官庁以外の官庁からの出向者数 1人 0人

2人 2人

48人 0人

同上 99人 4人

旧組織からの移行者（プロパー職員）数 18人 3人

所管官庁からの出向者数 25人 0人

所管官庁以外の官庁からの出向者数 1人 0人

7人 1人

48人 0人

同上 99人 4人

旧組織からの移行者（プロパー職員）数 20人 1人

所管官庁からの出向者数 26人 0人

所管官庁以外の官庁からの出向者数 1人 0人

8人 3人

44人 0人

同上 99人 3人

旧組織からの移行者（プロパー職員）数 20人 0人

所管官庁からの出向者数 29人 0人

所管官庁以外の官庁からの出向者数 1人 0人

9人 3人

40人 0人

調 査 票

独立行政法人名
（HPアドレス）

文部科学省

独立行政法人　日本学術振興会
（http://www.jsps.go.jp）

組　　　　　　織　　　　　名
職員数（役員を除く）

常　　　勤

移行前（発足時の前日） 特殊法人　日本学術振興会

その他（特殊法人からの出向）

独立行政法人　日本学術振興会

（平成１５年１０月１日現在）

移行後の採用者数

その他（独法、特殊法人からの出向）

平成１６年４月１日現在

移行後の採用者数

その他（国立大、独法、特殊法人からの出向）

平成１７年４月１日現在

移行後の採用者数

その他（国立大、独法からの出向）

平成１８年４月１日現在

その他（国立大、独法からの出向）

移行後の採用者数

その他（国立大、独法からの出向）

平成１９年４月１日現在

移行後の採用者数



２ 指定職又は役員数等

非常勤

4人 3人

発足時（平成１５年１０月１日現在） 4人 1人

4人 1人

4人 1人

3人 0人

4人 1人

2人 0人

4人 1人

2人 0人

4人 1人

2人 0人

平成１７年４月１日現在

役員数等

常　勤

平成１８年４月１日現在

移行前（発足時の前日）

移行前において指定職・役員であった者の数

移行前において指定職・役員であった者の数

移行前において指定職・役員であった者の数

平成１６年４月１日現在

平成１９年４月１日現在

移行前において指定職・役員であった者の数

移行前において指定職・役員であった者の数



３ 指定職・役員給与総額及び個人別給与年額

発足時（平成15年度：15年10月～16年３月）

平成１６年度　

平成１７年度　

平成１８年度　

発足時（平成15年10月～16年３月）

平成１６年度

平成１７年度

平成１８年度

理事

監事（非常勤） 1,164千円

理事 16,032千円

13,026千円

1,164千円

102千円

監事

理事

監事

監事（非常勤）

理事長

15,962千円

16,032千円

15,955千円

理事

監事

8,326千円

7,549千円

理事（９月）

5,038千円

11,021千円

理事（３月）

移行前の最終１年度間（平成14年度）

指　　定　　職　・　役　　員　　個　　人　　別　　の　　給　　与　　年　　額

66,769千円

理事

指　　定　　職　・　役　　員　　の　　給　　与　　総　　額

支　給　年　度

支　給　年　度

73,711千円移行前の最終１年度間　（平成14年度）

報　　酬　　総　　額

34,346千円

15,321千円

16,906千円

1,224千円

8,326千円

204千円

理事長

14,395千円

19,216千円

15,963千円

19,207千円

理事

理事

理事（非常勤）

20,402千円理事長

16,906千円

65,411千円

役　　　職　　　名

会長（非常勤）

監事

監事（非常勤）

理事長

監事（非常勤）

監事（非常勤） 1,164千円

66,764千円

理事長 19,213千円

監事 14,392千円

理事

理事

報　　酬　　年　　額

10,043千円

2,748千円



平成１９年度（４月～９月までの６カ月分）

（注）　役員は、非常勤を含む

４　役員氏名等 引き続き調査中

５　退職金支給総額等 引き続き調査中

６　独立行政法人評価委員 引き続き調査中

理事 7,881千円

9,485千円

監事

理事長

7,105千円

理事（３月）

監事（非常勤）

理事（３月）

582千円

5,178千円

2,558千円



１３　独立行政法人から他の法人等への出向職員数等 引き続き調査中

14 中期計画の数値目標等

計画期間

第一　業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置
１
　・　一般管理費（人件費を含む。）を平成１４年度を基準として１３％以上の削減する。
　・　その他の事業費（競争的資金等を除く。）を毎年度１％以上の業務効率化を図る。

第二　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
１　総合的事項
（３）
　・　学術顧問を６名以上に増員する。
（５）
①　電子化の活用
　・　募集要項・応募様式等の書類を電子的に入手可能にする仕組みを９０％以上の公募事業で実現する。
　・　申請書類を電子的に受け付けるシステムを５０％以上の公募事業で実現する。
②　業務用データベースの整備
　・　情報量は毎年度１０％増加する。
③　ホームページの充実
　・　提供文書ファイル数を１０％以上増加する。
　・　英文ページの提供文書ファイル数を２０％以上増加する。
　・　年間のアクセス件数を２０％以上増加させる。
④　情報セキュリティの確保
　・　隔年毎の外部委託監査を２回実施する。
　・　説明会・講習会などを年２回実施する。
（７）
　・　広報に関する委員会等を年４回以上を開催する。
　・　英文ニューズレターを年４回発行する。

２　学術研究の助成
（１）科学研究費補助金事業
④
　・　科研費委員会を年２回開催する。
　・　中間・事後評価についての委員会を年５回開催する。
　・　大学等機関への事業説明会を、年２０件以上行う。

３　研究者養成のための資金の支給
（１）特別研究員事業
　・　所属研究室以外の場で研究する者の割合を９０％以上にする。
　・　採用期間中に海外で一ヶ月以上研究活動する者の割合を３０％以上にする。
　・　採用期間終了後５年経過時に研究職に就く者の割合が現状の概ね８０％を下回らないようにする。

４．学術に関する国際交流の促進
　・　 外国人研究員の受入を2,050人規模にする。

（１）多国間交流
　・　年間５件以上スクール形式等のシンポジウムを支援する。

（２）二国間交流
　・　共同研究を年３５０件以上実施する。
　・　日本と諸外国の大学等が協定に基づき組織的に交流することを促進するための事業を年間５件支援する。
　・　拠点大学交流方式による事業を９学術振興機関以上と協力して実施する。
　・　３０以上の機関と新たに交流協定を締結あるいは既存協定の見直し・改正を行う。

（３）研究者の招致
　・　外国人特別研究員を世界６５か国以上から招致する。
　・　事業経験者による研究者コミュニティーの形成を新たに５か国において進める。
　・　招致事業に申請する機会を、６０％以上の事業で年複数回可能とする。

　　　第１期　　　平成１５年１０月　～　平成２０年３月（４年６ヶ月間）

中　　期　　計　　画　　に　　定　　め　　ら　　れ　　た　　数　　値　　目　　標　　一　　覧

　・　平成２２年度までに平成１７年度の人件費と比較し、５％以上削減する。そのため、中期目標期間の最終年度
　　である平成１９年度の人件費については、平成１７年度の人件費と比較し、概ね２％以上の削減を図る。（ただ
　　し、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分については削減対象から除く。）



　・　来日する研究者に対しオリエンテーションを毎年７回以上開催する。
　・　振興会の事業により来日した研究者に対し必要な経費を来日後１４日以内に支給する。
　・　新たな採用期間終了者の７０％以上の連絡先を把握する。
　・　振興会に関する情報の提供を年４回定期的に行う。

（４）セミナーの開催、研究者の派遣
　・　国際的なセミナーの開催を年１０件支援する。

（５）海外研究連絡センター
　・　フォーラム等を年１０回以上開催する。
　・　参加者数を各回平均１００名以上にする。
　・　情報提供ファイル数を毎年度１０％以上増加させる。
　・　生活情報ガイドブックを２回更新する。

（６）公募事業の改善
　・　申請件数が少ない又は採択倍率が低い事業について、１０％以上廃止する。
　・　通常の事業は、申請から決定・連絡までの期間を４ヶ月より短縮する。
　・　欧米からの若手研究者の招へいに関する事業は、申請から採択までの期間を８０日より短縮する。
　・　公募事業の改善に関する調査を新たに行い、対象者の８０％以上から肯定的な評価を得る。

５　学術の応用に関する研究の実施
（１）未来開拓学術研究推進事業
　・　年度ごとの評価で、プロジェクト経費の１０％増減などの評価を実施する。

（２）人文・社会科学振興のためのプロジェクト研究
　・　公開シンポジウムを年１～２回程度開催する。
　・　共同研究セミナーを年１～２回程度開催する。
　・　成果発表のとりまとめ・公表を年１回行う。

６　学術の社会的連携・協力の推進
　・　総合研究連絡会議を年２回開催する。
　・　研究開発専門委員会を年１２回開催する。
　・　セミナー、シンポジウムを年２回開催する。

第七　その他主務省令で定める業務運営に関する事項（通則法第３０条第２項第７号）
２　人事に関する計画
（２）人員に係る指標
　・　常勤職員数については、抑制を図る。（期初の常勤職員数 ９９名、期末の常勤職員数  ９９名）

発足時（平成15年10
月～16年3月）

平成１６年度

平成１７年度

平成１８年度

計画期間

達　成　状　況 評　価　結　果

数値目標については、概ね計画通りに進んでいる。学術の特性を踏まえた業務運営を高く評価する。

数値目標については、概ね計画通りに進んでいる。
今後とも、学術の特性に配慮した業務運営の実施に期
待する。

数値目標については、概ね計画通りに進んでいる。
学術研究の特性に配慮した適切な法人運営を行って
いる。

数値目標については、概ね計画通りに進んでいる。
中期目標の達成に向けて、各事業とも中期計画が着実
に実施されている。

　　　第２期　　　平成２０年４月　～　平成２５年３月（５年間）

中　　期　　計　　画　　に　　定　　め　　ら　　れ　　た　　数　　値　　目　　標　　一　　覧

第２期計画策定に向けて、検討中



15 中期計画期間における特筆すべき研究あるいは業務の成果

１６　平成１８年度における支出の概要 引き続き調査中

１７　行政組織から独立行政法人への再就職 引き続き調査中

１８　独立行政法人から他の法人への再就職 引き続き調査中

１９　出資法人一覧 引き続き調査中

　（１）有価証券　（２）固定資産 引き続き調査中
２０　平成１８年度における売却資産等の概要

　日本学術振興会は、我が国の学術研究を支える資金配分機関（ファンディングエージェンシー）として、第一線
級の研究者からなる学術システム研究センターの機能を活用し、研究現場の意見を各種事業に適切に反映させる
など、学術の特性に配慮した効率的かつ効果的な業務運営が実施されている。
　また、一般管理費の削減に努め、少人数の職員によって、効率的に業務を行っていることは特筆できる。特に、
科学研究費補助金の応募書類の電子化への取り組みは、事務の簡素化、迅速化に貢献しており、さらなる適用拡
大が望まれている。
　競争的資金（科学研究費補助金）の不合理な重複や過度の集中をさけるための制度改善を実施するなど、公
平・公正で透明性の高い審査システムの確立に向け、不断の見直しを行っている点は特筆できる。
　さらには、イノベーションの源泉となる、研究者の自由な発想に基づく萌芽的研究支援（科学研究費補助金）、若
手研究者や女性研究者に配慮した取り組みを積極的に行っている点も特筆できる。
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